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１．社会福祉法人慶明会 国富慶明会ヘルパーステーションの概要 

 

（１）訪問介護サービス提供事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 
社会福祉法人 慶明会 

国富慶明会ヘルパーステーション 

管理者 落合 知美 

所在地 

 〒８８０－１１１１ 

宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久 

３５７番地 

介護保険番号 
 宮崎県知事指定 

 第４５７１９０００５１号 

通常の事業の実施地域  国富町・宮崎市 

 

（２） 職員体制 

① 管理者         （常勤）    １名 

  ※ 事業所を代表し、業務の総括にあたります。 

 

② サービス提供責任者 

   介護福祉士        （常勤）    ２名以上 

※サービス提供責任者は、訪問介護の利用申し込みに係わる調整、

訪問介護計画書の作成、居宅介護事業者との連携、訪問介護の提供

を行います。また、訪問介護員に対し、援助目標や内容の指示、訪

問介護員の管理、研修、技術指導等を行います。 

 

  ③ 訪問介護員 

   介護福祉士        （常勤/非常勤） ２名以上 

   ヘルパー養成研修２級課程以上・介護職員初任者研修修了者 

（非常勤）    ５名以上 

※訪問介護員は、訪問介護計画書の内容に沿った訪問介護の提供を 

  行います。 
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（３）営業日及び派遣時間 

 ・営業日  月曜日から金曜日までとし、祝日を含みます。 

 （ただし、年末１２月３０日から１月３日までは除かせて頂きます） 

 ・営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分とします。 

  （事務所の営業時間となっています） 

 ・サービス提供時間・緊急連絡 

   ２４時間対応可能とします。 

✳訪問介護員との連絡は事務所を通して頂きますようお願い致します。 

 

 

２. サービスの利用方法  

（１）訪問介護サービスの提供に関する問い合わせや利用申し込みは、

電話または文書、事業所へ来所その他現在訪問している当事業所の訪

問介護員にお気軽にお申し出下さい。 

 

（２）事業所のサービス提供責任者または職員が速やかに利用申し込み

をされた方のご自宅を訪問し、本人または家族の方に契約書・個人情

報に関する同意書・重要事項説明書を交付して説明を行い、訪問介護

サービスの提供開始について署名のみで同意を得る事とします。 

 

（３）訪問介護計画書の作成にあたっては、利用申し込者等の希望を踏

まえて居宅介護サービス計画の内容に沿った訪問介護計画書を作成し

説明を行い、署名のみで同意を得る事とします。                           

 

（４）事業の実施地域により適切な訪問介護サービスの提供が困難なと

きは、他の訪問介護サービス提供事業者を紹介します。 

 

（５）要介護認定を受けていない利用申込者については、地域包括支援

センターや居宅介護支援事業者を紹介する等介護保険の認定が受けら

れるよう援助します。 

 

（６）当事業所は、IC タグによる訪問介護員の訪問状況の管理、および

スマートフォン（携帯端末）による介護記録システムを使用しており

ます。訪問介護員の訪問、退室管理のため、IC タグを貼付したファイ

ルをご自宅に置かせて頂きます。 
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３. サービスの終了 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合は、お申し出下されば

いつでも解約できます。 

 

（２）当方の都合等、やむを得ない事情でサービスを終了させていただ

く場合があります。その場合は一ヶ月前までに文書で通知するととも

に、地域の他の訪問介護サービス提供事業者を紹介いたします。 

 

（３）次の挙げる事項は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終

了します。 

 （イ）利用者が介護保険施設に入所された場合。 

 （ロ）介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定基準

が要支援と認定された場合、契約を変更して再度契約すること

ができます。 

 （ハ）利用者がお亡くなりになった場合。 

 

 

４. ご利用の留意点 

（１）利用者やご家族などが当方の訪問介護員に対して本契約を継続し

がたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即

座にサービスを終了させていただくことがあります。 

 

（２）訪問介護員の交替は、ローテーション及び調整により変更させて

いただきます。 

 

（３）訪問介護員は、医療行為や年金などの金銭の取扱いはいたしかね

ますのでご了承下さい。（生活援助としての買い物等に伴う小額の金銭

の取扱いは可能です） 

 

（４）訪問介護員は介護保険制度上、利用者の介護や家事の準備を行う

こととされています。利用者の同居家族等に対するサービスの提供は

行いません。 

 

（５）訪問介護員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させて

頂きます。 
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（６）訪問介護員、その他の職員は正当な理由がなくその知り得た利用

者またはご家族の秘密は漏らしません。また、サービス担当者会議等

において利用者またはご家族の個人情報を用いる場合がありますので

ご了承下さい。 

 

（７）利用者のご都合により予定されたサービスをキャンセルされる場

合は、前日までに連絡をお願い致します。当日のキャンセルについて

は、別途キャンセル料が発生致します。 

 

（８）通常のサービス提供実施地域以外でサービス提供を実施する場合

には、交通費実費相当額が発生致します。 

 

（９）訪問介護員の駐車場確保 

  訪問介護員が安心して支援を行えるように、駐車場確保は利用者ま

たはご家族にてお願いします。 

   

 

 

５. 指定訪問介護の内容 

（１）身体介護         （２）生活援助 

  ① 入浴介護・清拭・洗髪    ① 調理 

  ② 排泄介助          ② 衣類の洗濯・補修 

  ③ 食事介助          ③ 居室等の掃除・整理整頓 

  ④ 衣服の着脱介助       ④ 生活必需品の買い物 

 ⑤ 通院介助          ⑤ 関係機関等との連絡 

  ⑥ その他必要な身体介護    ⑥ その他必要な家事 

 

 

６. 利用料金 

（１）利用料 

指定訪問介護の利用料は、介護報酬の告示上の額と同額の料金とし 

利用者の自己負担は介護保険負担割合証に応じた額です。 

ただし、介護保険給付の支給限度額を超えたサービス利用は全額自 

己負担となります。 
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【加算】 
 
 以下の要件をもとに、上記の自己負担額に以下の料金が加算されます。 
  

加算の種類 加算の要件 加算額 

特定事業所加算(Ⅱ) 

人材の質の確保や訪問介護員の活動環境整備な

ど、質の高いサービスを提供するための体制構

築を目的とし算定されます。 

所定単位数に加算率を掛けます。 

加算率 １０％ 

初回加算 

下記①～③に該当した場合加算されます。 

① 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対

して、初回に実施した訪問介護と同月内に、

サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う

場合、または他の訪問介護員等が訪問介護を

行う際に同行訪問した場合。 

② 要介護認定基準が、要介護から要支援に変更

もしくは、要支援から要介護になった場合。 

③ 過去3ヶ月の間、当該訪問介護事業所からの

サービスを受けていない場合。 

２，０００円 

(１０割額) 

介護職員等 

処遇改善加算(Ⅰロ)※ 

介護職員等の処遇改善と賃金水準の底上げを目

的とし算定されます。 

基本サービス費に各種加算減算を加えた１月あ

たりの総単位数に加算率を掛けます。 

加算率 ２８．７％ 

中山間地域等に居住する

者へのサービス提供加算

※ 

厚生労働大臣の定める中山間地域等に居住する

利用者に通常の事業の実施地域を越えてサービ

ス提供をした場合算定されます。 

基本サービス費に各種加算減算を加えた１月あ

たりの総単位数に加算率を掛けます。 

【 対象地域：綾町全域 】 

加算率 ５％ 

（注１） ※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 
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【減算】 
 
 以下の要件を満たす場合、減算額を算定します。 
 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

同一建物等減算 

下記①又は②に該当した場合、所定単位数に減

算率を掛けます。 

①事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者 

②同一敷地内建物等以外の建物で１月当たりの

利用者が２０人以上居住する集合住宅等の利用

者にサービスを行う場合 

減算率 １０％ 
 

 

（２）キャンセル料 

 利用者のご都合により予定されたサービスをキャンセルされる場合は 

以下のキャンセル料が発生します。 
 

①  前日までにご連絡があった場合 無し 

②  当日のキャンセル 1 回につき １，０００円（不課税） 

 

（３）解約料 

利用者は、いつでも解約でき解約料は頂きません。 

 

（４）通常のサービス提供実施地域以外でのサービス提供時の交通費に

ついては、通常のサービス提供実施地域を越えた地点から利用者宅ま

での距離とし、15 円/１㎞での算定となります。 

 ＊中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合、

上記の交通費はいただきません。 

 

（５）料金の支払い 

 料金は、月ごとの清算とし毎月１０日頃までに前月分の請求書を利用

者またはご家族に対して文書でお知らせ致します。お支払頂きますと

領収書を発行致します。 

 お支払方法は、口座自動引落、現金集金の２通りの中からご契約の際

に選べます。 
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７．緊急時・事故発生時の対応 

 当事業所は、サービス提供中に、病状の急変が生じた場合その他必要

な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じると

ともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、サービ

ス提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が

発生した場合には速やかに損害賠償を行います。 

 

 （緊急時の連絡体制） 

緊急時の連絡先及び対応可能時間 

【事業者の窓口】 

国富慶明会ヘルパーステーション 

管理者(サービス提供責任者) 落合知美 

 

住所：国富町大字岩知野 357 番地 

電話番号：0985-75-8686 

FAX 番号：0985-75-1800 

受付時間：24 時間対応 

【主治医の連絡先】 

医療機関名： 

主治医の氏名： 

 

住所： 

電話番号： 

FAX 番号： 

診療時間： 

【その他関連機関連絡先】 

 

 

８．虐待防止に関する対応 

 当事業所は、サービス提供中に当該事業所従事者または擁護者（利用

者の家族等高齢者を擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合、もしくは近隣住民より情報の提供があった場合

は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。 

 

 

 

 

 救急車の要請（医療機関）

 主治医

 家族

 居宅介護支援事業所

 その他関係機関

訪問介護員等
管理者

（サービス提供責任者）
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９．身体拘束について 

 当事業所は、原則として身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

にて生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者 

 に対して説明・同意を得た上で必要最小限の範囲内で行うことがあり

ます。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等について

記録を行います。また事業所として、身体拘束を行わない取り組みを

積極的に行います。 

 

10．サービス内容に関する苦情 

 提供した訪問介護サービス等に関する利用者またその家族からの苦情

に迅速、かつ適切に対応するための窓口を設置しております。指定訪

問介護サービスに関するご相談・苦情を下記の窓口で承ります。 

 

 ・お客様相談,苦情受付担当者（サービス提供責任者） 

  落合 知美 ・ 寺澤 真紀 ・ 坂上 玲子(非常勤) 

               電話番号 ０９８５－７５－８６８６ 

 ・国富町保健介護課     電話番号 ０９８５－７５－９４２３ 

 ・宮崎市介護保険課     電話番号 ０９８５－２１－１７７７ 

 ・国民健康保険団体連合会  電話番号 ０９８５－３５－５３０１ 

  （苦情相談係） 

 ・宮崎県社会福祉協議会   電話番号 ０９８５－６０－０８２２ 

（運営適正化委員会） 

 

○第三者委員 

当事業所への苦情やご意見を第三者委員に相談することができます。 

 

第三者委員  中川 幸子 ・ 日野 紘一 ・ 日高 孝 

電話番号   ０９８５－３６－６４６４（社会福祉法人慶明会本部） 

住所     宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久３５７番地 

 

11．第三者評価の実施状況について 

 【実施の有無】     （    あり    なし    ） 

 【実施した直近の年月日】（    年   月   日   ） 

 【第三者評価機関名】  （                ） 

 【評価結果の開示状況】 （                ） 
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                  令和  年  月  日 

 

 

 指定訪問介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対し本書面に基

づき重要な事項を説明しました。 

 

   事業者 

    所在地  宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久３５７番地 

    名 称  社会福祉法人 慶明会             

国富慶明会ヘルパーステーション 

    代表者職 氏名  理事長 原田 一道    

    説明者  氏名               

 

 私は、契約書及び本書面により事業者から指定訪問介護サービス 

についての重要事項の説明を受け、訪問介護の開始に同意します。 

                 ＊署名のみで同意とします。 

 

 

    利用者  住所 

 

                                    

         氏名 

                                

                                  

 

    家 族  住所 

   （代理人） 

                                  

         氏名 

                                

                                 

             （続柄）  


